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平成22年12月期計算書類に対する監査意見不表明に関するお知らせ 
 
 
平成22年12月期の計算書類およびその附属明細書並びに連結計算書類につきまして、会計監査人より

会社法第 436 条第 2 項第 1 号および会社法第 444 条第 4 項の規定に基づく監査について、監査意見を表

明しない旨の監査報告を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１． 背景および概要 

当社グループは、当連結会計年度においても、前連結会計年度に引き続き、201,891千円の営業損失

を計上しており、また平成 23 年 2 月末日において、支払期日の過ぎた債務が発生しております。当該

状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループは、当該状況を解消すべく、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッドおよび同社グ

ループの支援の下、事業規模の拡大に向けた施策の検討を行うと共に、固定費の削減にも努めてまいり

ましたが、連結子会社の保有不動産の売却に伴う不動産賃貸事業の終結により、事業規模が更に縮小す

るに至りました。 
当社グループにおいては、縮小した事業規模を拡大すべく、施策の早期実現に向け引き続き検討を行

っている最中であり、固定費の削減についても継続して取り組んでいる状況にあります。また、現時点

において、支払期日の過ぎた債務につき、支払未了の状態にあり、当該対応を行った上でもなお継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。そのため、計算書類に「継続企業の前提に関する注

記」を記載しております。 
 

（参考）継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、当連結会計年度においても、前連結会計年度に引き続き、201,891千円の営業

損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、ザ・グランデ・ホールディングズ・リミテッド及び同

社グループの支援の下、事業規模の拡大に向けた施策の検討を行うと共に、固定費の削減にも努

めてまいりましたが、連結子会社の保有不動産の売却に伴う不動産賃貸事業の終結により、事業

規模が更に縮小するに至りました。 

当社グループにおいては、縮小した事業規模を拡大すべく、施策の早期実現に向け引き続き検討

を行っている最中であり、固定費の削減についても継続して取り組んでいる状況にありますので、

当該対応を行った上でもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

連結計算書類は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を連

結計算書類には反映しておりません。 

 
（参考）重要な後発事象に関する注記 

（継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の発生） 
当社は、平成23年2月末日において、支払期日が過ぎた債務が発生しております。当社は、当

該事象を解消すべく、早期の支払実施に向け支払資金の確保に取組んでおりますが、独立監査人

の監査報告書の受領日時点において支払未了の状態にありますので、当該対応を行った上でもな

お継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 
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企業の計算書類（会社法規定）や財務諸表（金融商品取引法規定）は、継続企業であることを前提

として作成されます。当社の計算書類や財務諸表についても、継続企業であることを前提として作成

されておりますが、上記に記載のとおり、当社の継続企業の前提は、支払期日の過ぎた債務の支払と

事業規模拡大に向けた施策の実現の可否に依存していると認識しております。 
このたび、定時株主総会の招集通知に付される計算書類の監査において、会計監査人である監査法

人アリアは、当社の継続企業の前提である支払期日の過ぎた債務の支払と事業規模拡大の施策の実現

の可否について、当該監査時点では適正な監査意見を表明するための合理的な基礎を得ることができ

ないと判断いたしました。これにより、会社法第436条第2項第1号および会社法第444条第4項の

規定に基づく監査について、監査意見の表明をしない旨の監査報告を受領いたしました。 
 

監査報告書の記載内容 
受領した監査報告書に記載された内容は以下のとおりであります。 

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、山水電気株式会社の平成22年1月1日から

平成22年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作

成責任は経営者にある。 

 

当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し

た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結計算書類の表示を検討することを含んでいる。  

 

記 
 
継続企業の前提に関する注記及び重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は毎

期継続して営業損失を計上しており、また平成23年2月末日現在において、支払期日の過ぎた

債務が発生している。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるよ

うな事象又は状況が存在している。会社は当該状況を解消するための施策を注記に記載してい

るが、独立監査人の監査報告書の提出日現在において、支払期日の経過した債務につき、支払

未了の状態にあり、経営者から今後の計画に対する必要かつ十分な対応策等の提示を受ける

ことができなかった。このため、継続企業を前提として作成されている上記の連結計算書類

に対する意見表明のための合理的基礎を得ることができなかった。 

 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、上記事項の連結計算書類に与える影響の重要性に

鑑み、当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況についての意見を表明しない。 

 

以 上 
 

２． 計算書類の承認について 
計算書類の監査意見不表明に伴い、株主総会の決議事項として計算書類の承認を付議いたします。 
 

３． 財務諸表（有価証券報告書）における監査報告書への影響について 
今回の監査意見不表明の判断は、計算書類の監査時点（本日受領した平成 23 年 3 月 2 日付監査報

告書）におけるものであります。 
財務諸表（有価証券報告書）につきましては、現在監査中であり、最終的な監査報告を受領次第、

速やかに開示いたします。 
 
４． 今後の展開 

当社といたしましては、今回の監査法人の意見不表明に至った事由を早期に解消すべく、支払期日

の過ぎた債務の支払と事業規模拡大に向けた施策の実現を経営の最優先課題として取り組んでまいり

ます。 
以 上 


